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１ 諮問の趣旨 

石狩市乳幼児等医療費給付事業は、乳幼児等の医療費の一部をその保護者に

給付することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって乳幼児等の

保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として実施しているものであり、こ

れまで段階的に事業内容を拡大しながら現在に至っております。 

近年、子どもの医療に対する助成事業は、都市間競争の一途をたどっており、

報道においても、各市町村における少子化対策をはじめとする子育て支援策の

セールスポイントとして取り扱われてきております。 

  本市におきましては、乳幼児等への医療助成は、本来、国が責任を持って

社会保障政策の中に位置付け、自ら制度を構築すべきものであるとの姿勢を

もちつつも、本市と一体的な生活圏ともいえる札幌市において、平成 30 年度

から通院に係る医療費の助成対象を小学１年生まで拡大する予定であること

から、本市も同様に、平成 30 年度から小学１年生まで助成拡大を図るもので

あります。 

このため、石狩市が乳幼児等医療費給付事業における通院に係る医療費の助

成対象年齢を引き上げるに当たり、石狩市社会福祉審議会条例第２条の規定に

基づき、本審議会において審議をお願いするものであります。 

 

２ 現在の事業内容 

現在、入院は中学生まで、通院は小学校就学前まで助成対象となっています。 
 

区  分 所得制限 
入・通院 

区分 
世帯区分 

北海道 

補助基準 

石狩市 

給付基準 

就学前 

（３歳未満） 

限度額未満 

入院 
非課税世帯 ○ ○ 

課税世帯 ○ ○ 

通院 
非課税世帯 ○ ○ 

課税世帯 ○ ○ 

限度額以上 
入院 課税世帯 対象外 ○ 

通院 課税世帯 対象外 ○ 

就学前 

（３歳以上） 

限度額未満 

入院 
非課税世帯 ○ ○ 

課税世帯 △ ○ 

通院 
非課税世帯 ○ ○ 

課税世帯 △ ○ 

限度額以上 
入院 課税世帯 対象外 ○ 

通院 課税世帯 対象外 ○ 

小・中学生 

限度額未満 

入院 
非課税世帯 

○ 
（小学生のみ）

○ 

課税世帯 
△ 

（小学生のみ）
△ 

通院 
非課税世帯 対象外 対象外 

課税世帯 対象外 対象外 

限度額以上 
入院 課税世帯 対象外 対象外 

通院 課税世帯 対象外 対象外 

※○：初診時一部負担金のみ負担 
 △：医療費の１割を負担 
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３ 所得制限限度額について 

  所得制限限度額については、以下の児童手当の所得制限限度額（実際の適

用は所得額）にて判断しています。 

扶養親族等の数 所  得  額 収入額（参考） 

０人 ６２２万円 ８３３．３万円 

１人 ６６０万円 ８７５．６万円 

２人 ６９８万円 ９１７．８万円 

３人 ７３６万円 ９６０．０万円 

４人 ７７４万円 １００２．１万円 

５人 ８１２万円 １０４２．１万円 

 

４ 助成対象年齢引上げ後の事業内容 

通院に係る医療費の助成対象年齢を小学１年生まで引き上げた場合の事業

内容については、以下のとおりです。 
 

区  分 所得制限 
入・通院 

区分 
世帯区分 

北海道 

補助基準 

石狩市 

給付基準 

就学前 

（３歳未満） 

限度額未満 

入院 
非課税世帯 ○ ○ 

課税世帯 ○ ○ 

通院 
非課税世帯 ○ ○ 

課税世帯 ○ ○ 

限度額以上 
入院 課税世帯 対象外 ○ 

通院 課税世帯 対象外 ○ 

就学前 

（３歳以上） 

限度額未満 

入院 
非課税世帯 ○ ○ 

課税世帯 △ ○ 

通院 
非課税世帯 ○ ○ 

課税世帯 △ ○ 

限度額以上 
入院 課税世帯 対象外 ○ 

通院 課税世帯 対象外 ○ 

小学１年生 

限度額未満 

入院 
非課税世帯 ○ ○ 

課税世帯 △ ○ 

通院 
非課税世帯 対象外 ○ 

課税世帯 対象外 ○ 

限度額以上 
入院 課税世帯 対象外 ○ 

通院 課税世帯 対象外 ○ 

小学２年生～

中学３年生 

限度額未満 

入院 
非課税世帯 

○ 
（小学生のみ）

○ 

課税世帯 
△ 

（小学生のみ）
△ 

通院 
非課税世帯 対象外 対象外 

課税世帯 対象外 対象外 

限度額以上 
入院 課税世帯 対象外 対象外 

通院 課税世帯 対象外 対象外 

※○：初診時一部負担金のみ負担 
 △：医療費の１割を負担 
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５ 対象者数（平成２９年４月１日現在） 

（単位：人） 

区  分 人  数 

０～５歳（未就学児） ２，４２４ 

うち５歳（年長） ４６４ 

６～１１歳（小学生） ３，２１５ 

 うち６歳（小学１年生） ４９６ 

１２～１４歳（中学生） １，７７８ 

資料：石狩市人口構造統計（H29.4.1 現在：外国人含む） 

 

６ 石狩振興局管内６市の状況 

 

自治体名 入  院 通  院 所得制限の有無 

札幌市 中学生 小学校就学前 有 

江別市 小学生 小学校就学前 有 

千歳市 小学生 小学１～３年生 有 

恵庭市 中学生 小学校就学前 有 

北広島市 中学生 小学生 有 

石狩市 中学生 小学校就学前 小学校就学前は無し 

 

７ 実施予定年月日 

  平成３０年４月１日：平成 30 年４月１日以降の小学１年生の通院に係る医

療費が対象 


